
デジタル庁：デジタル臨時行政調査会作業部会（第12回）（令和4年8月9日開催）
　　　　　　資料２　デジタル臨調の取り組みの現状と今後の予定について

見直し工程表の
作成・公表

【各府省庁・事務局】

一括的な法改正の検討と具体化
【各府省庁・事務局】

政省令の改正
【各府省庁】

通知通達等の
見直し方針検討・改正
【各府省庁・事務局】

見直し方針の検討・改正
【各府省庁・事務局】

関係者・ベンダー等とシステム整備の検討
【各府省庁・デジタル庁】

システム整備
【各府省庁・デジタル庁】

第Ⅰ期・技術的検証等（１年間）
【各府省庁・事務局】

第Ⅱ期・技術的検証等（１年間）
【各府省庁・事務局】

3

整備方針を中長期
計画 に記載・公表
【各府省庁・デジタル庁】

通知通達等の
リスト作成

【各府省庁・事務局】

検証スキームの検討・実施
【各府省庁・事務局】

法令のデジタル正本提供の機能実装・実証実験
【事務局・各府省庁】

法令のデジタル正本提供の
実証実験に向けた検討等
【事務局・各府省庁】

立法プロセスへの順次組み込み
【事務局・各府省庁】

法令のデジタル原則適合性を判断するための「指針」の策定
【事務局・各府省庁】

助言・フォローアップ等【事務局】
地方向けマニュアル作成・

公表【事務局】

※

※ 「中長期的計画」とは、各府省庁が、今後五か年における情報システムに係る取組等の基本的な方針等を記載した計画

主な経済界要望の類型化・先
行事例構築・公表
【各府省庁・事務局】

左記以外の主な経済界要望の類型化・
先行事例構築・公表【各府省庁・事務局】

先行事例を踏まえた見直しの展開 【各省庁・事務局】


